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業 種 その他（水道事業） 

業 務 概 要 西陵，田上一部の上水道供給事業   

宅地開発事業  海外事業部 

行 動 計 画 期 間 令和２年１０月１日 ～ 令和７年９月３０日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標１）妊娠中や出産後の女性労働者の健康確保について，労働者に対する

制度の周知 

〈対策〉 

・令和 2 年 11 月～  

妊娠している社員や女性労働者へ，健康保険・雇用保険・産前産後休暇・ 

母性健康管理規定について詳細な説明をする 

①短期間勤務制度の周知 

②短時間淫夢制度の際の業務分担をし，従業員への負担を軽減する。 

・令和 3 年 3 月～  

育児休業の取得希望者だけではなく，全従業員へ周知するために，掲示。 

朝礼や所長会議などにおいて掲示場所などを伝える。また，出産後職場復 

帰した従業員へ，健康管理や育児との両立を支援する相談窓口を総務に設 

置する。 

目標２）労働者が子どもの看護のための休暇について，始業の時刻から連続

せず，かつ，終業の時刻まで連続しない時間単位での取得を認める

等より利用しやすい制度の導入 

〈対策〉 

・令和 3 年 3 月～ 日数管理にエクセルを活用し，煩雑さを軽減させる 

・令和 4 年 4 月～  

    従業員の要望・希望を把握できるよう窓口を設置し，随時要望などを検討

できるよう体制を整える。 

  有給休暇の時間単位での取得を実施する。 

目標３）育児介護休業法に基づく育児休業等，雇用保険法に基づく育児休業

給付，労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知 

〈対策〉 

・令和 3 年 3 月～  

育児休業の取得希望者だけではなく，全従業員へ周知するためのに，掲示。

朝礼や所長会議などにおいて掲示場所などを伝える。 



                                                                                             

・令和 4 年 1 月～  

就業規則をいつでも閲覧できる場所（事務所内）に設置するとともに，PC

内の共有フォルダにも置き，誰でも閲覧可能な体制を整える。 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■ 平成２７年は、産休、育休取得後復帰し、現在時短勤務を利用し、子育て 

と仕事を両立し頑張っています。 

■ 平成２９年は、男性社員の育休も実施予定。 


